
【佐賀県立高等学校 在学生向け】 
 

 

 
 

⾼校⽣等がいる非課税世帯を対象に、授業料以外の教育費（教科書費、教材費、学⽤品費、
通学⽤品費、修学旅⾏費等）を⽀援するための奨学給付⾦を⽀給します。 

■⽀給要件                          
次のすべてに該当する世帯 が対象です。 

○道府県⺠税所得割額及び市町村⺠税所得割額が非課税の世帯 
⼜は ⽣活保護受給世帯 

○保護者等が佐賀県内に住所を有していること。 
    ※ 保護者が県外に住所を有している場合は、在住の都道府県あて問い合わせてください。（裏⾯参照） 

○⽣徒が、⾼等学校等に７⽉1 ⽇に在学していること。 
    ※ ただし、特別⽀援学校⾼等部の⽣徒を除く。 
 

■申請⼿続きと受付期間                  
⽀給要件を満たしていると思われる⽅には、申請に必要な書類を学校から郵送（配布）します

ので、内容を確認して学校に提出してください。 

 

受付期間 受 付 期 間︓令和元年 9 ⽉上旬まで 
⽀給予定⽇︓令和元年 9 ⽉ 30 ⽇ 

  

提出書類 申請書、健康保険証等の写し、⼝座確認書類 など 
  

申請⽅法 学校事務室へ提出（郵送でも受け付けます。） 
※審査を⾏いますので、その結果、⽀給できない場合もあります。 

〜⾼校⽣等奨学給付⾦のご案内〜 

授業料を⽀援するための⾼等学校等就学⽀援⾦とは異なる
制度ですので、別々に申し込みを⾏う必要があります。 

返還不要です♪

該当と思われる方には、
学校から郵送にてお知
らせします。 



【佐賀県立高等学校 在学生向け】 
 

■⽣徒１⼈当たりの⽀給額（年額）           
 

対象 全⽇制・定時制 通信制 

⽣活保護受給世帯 32,300 円    32,300 円 

非課税世帯（第１⼦） 82,700 円    36,500 円 

非課税世帯（第２⼦以降） 129,700 円    36,500 円 
   ※⽀給回数  全⽇制は通算３回（定時制、通信制は通算4 回）が上限です。 

■お問合せ先                          
ご不明な点があれば、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●県外にお住いの場合● 

  お住まいの都道府県にお問い合わせください 

   

 （九州各県の問い合わせ先：国公立の場合） 

 ・福岡県  財務課  ：電話番号(092)643-3866 

  ・長崎県  教育環境整備課：電話番号(095)894-3323 

 ・熊本県  高校教育課：電話番号(096)333-2675 

 ・大分県  教育財務課：電話番号(097)506-5416 

 ・宮崎県  高校教育課：電話番号(0985)26-7237 

・鹿児島県 高校教育課：電話番号(099)286-5288 

・沖縄県  教育支援課：電話番号(098)866-2711 

 

 （その他の都道府県） 

  文部科学省ホームページに、「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」 

でご確認のうえお問い合わせください。 

 佐賀県立致遠館高等学校 事務室 

 〒849-0919 佐賀市兵庫北四丁目１番１号 

    TEL：0952-33-0401   FAX：0952-25-7281 

返還不要です 


